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屋外広告物にはルールがあります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主なルール】 
① 原則、許可が必要です。（小規模なものなど、例外として不要な場合があります。） 

② 原則、表示・設置できない地域・場所があります。 

③ 広告物の種類に応じて面積、高さ等の制限があります。 

④ 安全点検の実施が義務付けられています。 

⑤ 条例に違反して表示・設置した場合、罰則の適用を受ける場合 

があります。               

 

 

【お問い合わせ先】 

豊橋市役所 都市計画課 管理・景観グループ 

〒４４０－８５０１ 豊橋市今橋町１番地 

電話：０５３２－５１－２６１５              詳しくは 

E-mail：toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp          豊橋市 屋外広告物  検索    

 

 

 

 

 

↓裏面参照 
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この区域は原則、設置できません。 

  


